
 

建築物の新築が同時施

工でない場合また、建築

物の計画がない場合等

の植栽については「植栽

の猶予」が受けられる場

合 が あ り ま す 。 

断面図等に最高の

高さ部分を表記 

土量については計

算をした図面を作

成してください 



土地の形質変更等設計説明書記入要領 

１．行為の概要 

 ①行為の種別 

    宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、土石の類の採取、水面の埋立

て又は干拓、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積のうち該当するものを記

入して下さい。 

 ②敷地面積と行為面積 

   敷地面積と土地の形質変更を行う面積（行為面積）を記入して下さい。 

 ③行為後の土地の利用目的 

   具体的な利用目的（住宅等）を記入して下さい。 

 ④生ずるのり面の最高の高さ 

   「生ずるのり面の最高の高さ」とは、土地の切り盛りで生ずるのりの高さのことで、

擁壁等を設置する場合はその高さのことをいいます。行為後ののり高の最高の高さを

記入して下さい。  

 ⑤移動土量 

   造成の内訳を記入して下さい。 

 ⑥緑地の面積 

   実際の緑地面積を記入してください（許可基準緑地率により算出した面積ではあり

ません）。 

 ⑦緑地率 

   （緑地の面積/敷地面積）×100％ ※小数点以下第 3位を四捨五入して第 2位止と

する。 

 ⑧植栽の内訳 

   高木・中木の新植、既存、移植別の本数を記入して下さい。その他には高木・中木

以外の低木等の樹木数を記入して下さい。現況植生図、植栽計画図を添付して下さい。

なお、「植栽猶予の誓約書」の提出により、植栽の猶予を受ける場合でも、植栽計画が

必要です。 

２．添付書類 ※これ以外に各行為共通書類が必要です 

 ①平面図（６００分の１以上） 

   変更前（現況）は点線、変更後は実線で記載してください。図面の切土部分は黄色、

盛土部分は緑に着色して下さい。 

 ②断面図（６００分の１以上） 

   変更前（現況）は点線、変更後は実線で記載してください。 

 ③植栽計画図 

   保存する木竹、伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹を色分けし、

木竹名、高さ・周径・枝張り、本数等を記載してください。各木竹には、通し番号

を表示してください。 



   ・新植：記号を○で囲み、緑に着色 

   ・移植：記号を◎で囲み、橙に着色。移植前は、  で記載。 

   ・保存：記号を△で囲み、黄に着色 

   ・伐採：記号を□で囲み、赤に着色 

 ④緑地求積図 

   三斜求積の方法による求積図を添付して下さい。 

 ⑤地形図（１０００分の１以上） 

   既存の建築物・工作物、木竹等についても記載して下さい。 

⑥のり面断面図（５０分の１以上） 

   生ずるのり面の最高の高さを表示して下さい。変更前（現況）は点線、変更後は実

線で記載し、あわせてのり面処理材料を記載して下さい。 

 ⑦土量計算書 

根拠図を添付して下さい。 

 ⑧現況植生図（２００分の１以上） 

   保存する木竹、伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹を色分けし、

木竹名、高さ・周径・枝張り、本数、保存・移植が不可能な理由等を記載し、併せて

伐採後の土地の利用状況を記載して下さい。各木竹には、通し番号を表示して下さい。 

   山林等で樹木が密集している場合には、サンプリングによる現況調査も可能です。

サンプリングが必要な場合には、担当へご相談下さい。 
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